
 

○伊勢市空家バンク制度実施要綱 

平成29年８月28日 

（目的） 

第１条 この要綱は、空家バンク制度の実施に関し必要な事項を定めるこ

とにより、本市における空家等の有効活用を通して、本市への移住及び

本市における定住等を促進し、地域の活性化を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

(1) 空家等 市内に存する建築物（附属する工作物を含む。）であっ

て居住その他の使用がなされていないもの（居住その他の使用がなさ

れなくなる日が決まっているものを含む。）及びその敷地（立木その

他の土地に定着する物を含む。）をいう。 

(2) 空家バンク制度 空家等に関する情報を登録し、空家等の売買又

は賃貸借を希望する者に対して、情報を提供する制度をいう。 

(3) 所有者等 空家等に係る所有権その他の権利を有し、売却又は賃

貸を行うことができる者をいう。 

(4) 媒介契約 空家等の売買又は賃貸借を依頼する不動産業者との契

約をいう。 

（空家等の登録） 

第４条 空家等を第19条第１項に規定する利用登録者に対して売却又は賃

貸をすることを希望する所有者等は、当該空家等ごとに、市長の登録を

受けることができる。 

（空家等の登録の申込み） 

第５条 前条の登録を受けようとする者は、空家バンク制度空家等登録

（更新）申込書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 



 

２ 前項の規定による申込みをする場合において、当該空家等の所有者等

が複数あるときは、当該申込みをする者以外の所有者等の同意書（様式

第２号）を添付しなければならない。 

（登録の実施） 

第６条 市長は、前条の規定による登録の申込みがあったときは、その内

容等を確認し、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げ

る事項を空家バンク制度空家等登録台帳に登録するものとする。 

(1) 空家等の所在地、概要、主要施設までの距離、位置図、間取り図

等 

(2) 登録年月日及び登録番号 

２ 市長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を空家バンク制

度空家等登録（更新）完了通知書（様式第３号）により前条の規定によ

る登録の申込みをした者に通知するものとする。 

（登録の拒否） 

第７条 市長は、第５条の規定による登録の申込みが次の各号のいずれか

に該当するときは、その登録を拒否するものとする。 

(1) 申込みに係る空家等が老朽化が著しく、倒壊等のおそれのある状

態にあると認められる場合その他住居としての使用に堪えないと認め

られる場合 

(2) 申込みに係る空家等の所有者等が暴力団員（暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団（同条第２号に規

定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

（以下「暴力団員等」という。）である場合 

(3) 申込みに係る空家等について、媒介契約が締結されている場合 

(4) 申込みに係る空家等を取得した原因及び経緯、申込みに係る空家



 

等の取得に要した費用及び取得から申込みまでの期間等を勘案して、

投機的な取引を目的としていると認められる場合 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が空家バンク制度の目的に反す

ると認める場合 

２ 市長は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その

理由を示して、その旨を第５条の規定による登録の申込みをした者に通

知しなければならない。 

３ 市長は、第５条の規定による登録の申込みが第１項第４号に該当する

かどうかを判断するに当たり、必要と認めるときは、当該登録の申込み

をした者に対して、関係する書類の提出及び説明を求めることができ

る。 

（登録の有効期間及び更新） 

第８条 第４条の登録の有効期間は、登録の日から起算して２年とする。 

２ 第４条の登録は、前項の有効期間ごとにその更新を受けなければ、そ

の期間の経過によって、その効力を失う。 

３ 第５条から前条までの規定は、前項の登録の更新について準用する。 

（登録事項の変更の届出） 

第９条 第４条の登録を受けた空家等（以下「登録空家等」という。）の

所有者等（以下「情報提供登録者」という。）は、第６条第１項第１号

に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、空家バンク制度空家等

登録事項変更届出書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、第11条の規定により

登録を取り消す場合を除き、届出があった事項を空家バンク制度空家等

登録台帳に記載して、変更の登録をするものとする。 

（廃止等の届出） 

第10条 登録空家等又は情報提供登録者が次の各号のいずれかに該当する



 

こととなったときは、当該各号に定める者は、速やかに、市長にその旨

を届け出なければならない。 

(1) 登録空家等の売却又は賃貸を取り止める場合 その所有者等 

(2) 登録空家等について、媒介契約（第23条第３項に規定する交渉に

係るものを除く。）を締結した場合 その所有者等 

(3) 登録空家等が滅失した場合 その所有者等 

(4) 所有者等が死亡した場合 その相続人 

(5) 所有者等が登録空家等の所有者等でなくなった場合（前号に掲げ

る場合を除く。） 所有者等であった者 

２ 前項の規定による届出があったときは、第４条の登録は、その効力を

失う。 

（登録の取消し） 

第11条 市長は、登録空家等又は情報提供登録者が次の各号のいずれかに

該当するときは、当該登録を取り消すものとする。 

(1) 第７条第１項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

(2) 不正の手段により第４条の登録を受けたとき。 

２ 第７条第２項の規定は、前項の場合について準用する。 

（登録の抹消） 

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第４条の登録を

抹消するものとする。 

(1) 第８条第２項又は第10条第２項の規定により登録が効力を失った

とき。 

(2) 前条第１項の規定により登録が取り消されたとき。 

（空家等に関する情報の公開等） 

第13条 市長は、所在地、床面積、構造、売却又は賃貸の条件その他の登

録空家等に関する情報をインターネットの利用その他の適当な方法によ



 

り公開するとともに、第19条第１項に規定する利用登録者に提供するも

のとする。 

（利用者の登録） 

第14条 移住、定住等を目的として空家等の利用を希望する者で、前条の

規定による空家等に関する情報の提供を受けようとするものは、市長の

登録を受けることができる。 

（空家等の利用者登録の申込み） 

第15条 前条の登録を希望する者（以下「利用登録希望者」という。）

は、空家バンク制度空家等利用者登録申込書（様式第５号）を市長に提

出しなければならない。 

（利用者登録の実施） 

第16条 市長は、前条の規定による登録の申込みがあったときは、次条の

規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を空家バンク制

度利用者登録台帳に登録するものとする。 

(1) 空家バンク制度空家等利用者登録申込書に記載された事項 

(2) 登録年月日 

２ 市長は、前項の規定による登録（以下「利用者登録」という。）をし

たときは、その旨及び登録した日を前条の規定による登録の申込みをし

た者に通知するものとする。 

（利用者登録の拒否） 

第17条 市長は、利用登録希望者が暴力団員等であるときは、利用者登録

をしないものとする。 

２ 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理

由を示して、その旨を利用登録希望者に通知しなければならない。 

（利用者登録の有効期間） 

第18条 利用者登録の有効期間は、登録の日から起算して２年とする。 



 

２ 利用者登録は、前項の有効期間の経過によって、その効力を失う。 

（利用者登録事項の変更の届出） 

第19条 第16条第２項の規定による通知を受けた利用登録希望者（以下

「利用登録者」という。）は、同条第１項第１号に掲げる事項に変更が

あったときは、空家バンク制度空家等利用者登録事項変更届出書（様式

第８号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、次条の規定により登

録を取り消す場合を除き、変更があった事項を空家バンク制度空家等利

用者登録台帳に記載して、変更の登録をするものとする。 

（利用者登録の取消し） 

第20条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当

該登録を取り消すものとする。 

(1) 第17条第１項に該当するに至ったとき。 

(2) 不正の手段により第16条の登録を受けたとき。 

２ 第17条第２項の規定は、前項の場合について準用する。 

（利用者登録の抹消） 

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消

するものとする。 

(1) 第18条第２項の規定により登録が効力を失ったとき。 

(2) 前条第１項の規定により登録が取り消されたとき。 

（報告等） 

第22条 市長は、空家バンク制度の実施のため必要があると認めるとき

は、情報提供登録者に対し登録空家等の管理の状況について報告を求

め、又は必要な調査を行うことができる。 

（交渉の申込み等） 

第23条 登録空家等の購入又は賃借について交渉を希望する利用登録者



 

は、当該登録空家等の内部を見学した上で、空家バンク制度空家等交渉

申込書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、利用登録者が購入

又は賃借を希望する登録空家等の所有者等にその旨を通知するものとす

る。 

３ 前項の通知を受けた所有者等は、空家等の購入又は賃借について交渉

を行い、その結果を空家バンク制度空家等交渉結果報告書（様式第10

号）により、市長に報告しなければならない。 

４ 市長は、登録空家等の購入又は賃借に係る交渉及び契約の締結につい

ては、直接関与しないものとする。 

（個人情報の取扱い） 

第24条 情報提供登録者及び利用登録者は、空家バンク制度の利用により

取得した個人情報（以下「個人情報」という。）の取扱いについて、次

に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 個人情報を不当な目的のために利用しないこと。 

(2) 個人情報が流出し、又は滅失することのないよう適正に管理する

こと。 

(3) 保有する必要がなくなった個人情報を速やかに廃棄し、又は消去

すること。 

(4) 個人情報の漏えい、滅失、毀損等の事案が発生した場合は、速や

かに市長に報告し、その指示に従うこと。 

（電磁的記録による申請） 

第25条 第５条第１項及び第15条の規定にかかわらず、第５条第１項又は

第15条の規定による申込み（以下「申込み」という。）については、市

長の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と申込み

を行う者の使用に係る電子計算機であって当該市長の使用に係る電子計



 

算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信

回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により行うことができ

る。 

２ 前項の方法により申込みを行う者は、次の各号に掲げる申込みの区分

に応じ、当該各号に定める事項を、当該申込みを行う者の使用に係る電

子計算機から入力して、申込みを行わなければならない。 

(1) 第５条第１項の規定による申込み 様式第１号の記載事項 

(2) 第15条の規定による申込み 様式第５号の記載事項 

３ 第１項の方法により行われた申込みは、市長の使用に係る電子計算機

に備えられたファイルへの記録がされた時に到達したものとみなす。 

（その他） 

第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成29年８月28日から施行する。 

附 則（令和２年４月１日） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市空家バン

ク制度実施要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを

取り繕って使用することができる。 

附 則（令和３年４月１日） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の伊勢市空家バンク制



 

度実施要綱の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱による改

正後の伊勢市空家バンク制度実施要綱の相当規定によりされたものとみ

なす。 

   附 則（令和４年２月１日） 

 （施行期日） 

  この要綱は、令和４年２月１日から施行する。 

附 則（令和３年４月１日） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年10月18日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の伊勢市空家バンク制度実施要綱の規定は、こ

の要綱の施行の日以後に登録（登録の更新を含む。以下同じ）の申込み

のあった空家等について適用し、同日前に登録の申込みのあった空家等

については、なお従前の例による。 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年８月８日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の伊勢市空家バンク制度実施要綱の規定は、こ

の要綱の施行の日以後に登録（登録の更新を含む。以下同じ）の申込みの

あった空家等について適用し、同日前に登録の申込みのあった空家等につ

いては、なお従前の例による。 


